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2026年度「新潟大学 古泉肇グローバル人材育成奨学金」奨学生募集要項 

 

令和８年２月18日 

国際交流委員会専門委員会承認 

 

 

 本奨学金は、公益財団法人古泉財団代表理事古泉肇氏のご厚志により、本学学生の海外

派遣留学を促進し、新潟の地域活性化・国際化、特に新潟の「食」や「健康」、「産業」

の発展に寄与するグローバル人材育成を目的として、2025年度に創設されました。 

 2026年度の奨学生を下記のとおり募集しますので、本奨学金の援助を希望する者は、支

援内容等を理解した上で、応募してください。 

 

１． 支援の対象となる留学 

以下の留学プログラムを対象とする。 

（１） 短期：2026年８月～９月に開始される 16日以上～４か月未満の本学が主催する 

派遣留学プログラム（オンライン留学は対象外） 

（２） 長期：2026年８月～９月に開始される４か月以上～１年未満の大学間・部局間 

交流協定校への、派遣先大学の科目を履修し、単位を取得することを前提 

とした派遣留学プログラム 

 

２． 採用予定人数 

（１） 短期：若干名 

（２） 長期：若干名 

 

３． 奨学金給付額 

（１） 短期：渡航支援金 10万円 

（２） 長期：渡航支援金 20万円 

 

４． 応募要件 

以下のすべてに該当する者を対象とする。 

（１） 留学期間が終了するまで本学の正規課程に在籍する者 

（２） 日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者（特別永住者を含む） 

（３） 本奨学金応募時に留学プログラムへの応募を併せてする者（短期留学のみ） 

（４） 本奨学金応募時に留学プログラムへの参加が決定している者（長期留学のみ） 

（５） 留学計画の中に、新潟の地域活性化・国際化、特に新潟の「食」や「健康」、「産 

業」の発展に寄与し、「新潟のアンバサダー（大使）」として、新潟の良さをアピ 

ールする活動が含まれている者 

（６） 奨学金授与式および報告会に参加できる者 
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（７） 過去に本奨学金を受給していない者 

（８） 本奨学金の採用決定後に、他の奨学金受給等の理由により本奨学金受給を辞退し 

ない者 

  ※成績要件・家計基準はありません。また、JASSO海外留学支援制度（協定派遣）、及び 

新潟大学派遣留学支援制度による給付型奨学金との併給が可能です。 

 

５． 応募書類 

新潟大学古泉肇グローバル人材育成奨学金申請書（短期・長期共通） 

 

６． 応募期間及び応募方法 

【短期プログラム参加者】 

応募期間 参加を希望するプログラムの応募期間中 

応募方法 

新潟大学古泉肇グローバル人材育成奨学金申請書（学内様式）を

プログラム応募書類と併せて提出する。提出方法は、プログラ

ム応募書類の提出方法とする。 

提出先 プログラム実施担当部局 

 

【長期プログラム参加者】 

応募期間 2026年５月 25日（月）～2026年６月 15日（月）17時 

応募方法 新潟大学古泉肇グローバル人材育成奨学金申請書（学内様式）を

メールにより提出または窓口へ提出する。 

提出先 
国際交流推進課・派遣留学係 

Email: haken-shougaku@adm.niigata-u.ac.jp 

 

７． 選考方法 

提出された申請書にもとづき、選考委員会にて審査し、採用者を決定する。 

 

８． 結果通知 

2026 年７月中旬に、国際交流推進課・派遣留学係より、短期プログラム参加者につい

てはプログラム担当教員および学生本人に通知し、長期プログラム参加者については

応募学生本人に通知する。 

 

９． 奨学金の支給方法 

  奨学金の支給は、採用決定後、奨学生名義の預金口座に送金する。（新潟大学の支払ス

ケジュールの関係上、プログラム開始後の支給となる場合もある。）採用決定後、以下

の提出書類を国際交流推進課・派遣留学係に提出すること。 

  ・奨学金振込依頼書（指定様式） 

mailto:haken-shougaku@adm.niigata-u.ac.jp
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・通帳コピー（口座番号、口座名義等が記載されているページ） 

 

10． 報告 

奨学生は、奨学金授与式（2026年７月 24日（金）開催）および報告会（2027年２月 15

日（月）開催）に必ず参加し、留学成果及びアンバサダー活動について報告すること。

留学中の者については、オンラインで参加すること。 

また、現地渡航前・留学中・帰国後に、それぞれ新潟大学の定める様式による報告書の

提出を求める。（報告書の様式および提出期限については、奨学生への採用決定後に通

知する。） 

 

11． 採用決定後の留意事項 

・不測の事態により，留学を延期・中止する場合，又は留学期間を変更する場合は，速や

かに国際部国際交流推進課派遣留学係および所属学部・学務係に報告すること。 

・派遣学生の学業不振，素行不良等が極めて顕著で，本奨学金による支援を受けるにふさ

わしくないと新潟大学が判断した場合には，当該学生の奨学生資格を取り消すことが

ある。その場合，既に支給済みの奨学金の返納を求めることもあるため，くれぐれも注

意のこと。 

・安全で有意義な留学のため，必ず事前に留学先国・地域の治安状況等の安全情報をはじ

めとする留学に関する情報を，以下のウェブサイト等を活用して収集すること。 

JASSO海外留学支援サイト：https://ryugaku.jasso.go.jp/ 

外務省海外安全ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 ・留学に際しては，新潟大学が指定する学研災付帯海外留学保険「付帯海学」及び危機管

理サービスに必ず加入すること。 

 


